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水銀血圧計等の回収に関する
セミナーについて

平成27年9月2日
日本医師会 常任理事 羽鳥裕

日本医師会定例会見資料
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水銀に関する水俣条約

• 水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減す
るための包括的な規制を定める国際条約

• 平成25年（2013年）10月に熊本県で開催された
外交会議で、採択された

• 平成32年（2020年）以降、水銀を使った製品の
製造や輸出入が原則として禁止される見通し
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環境省 作成

実施計画
（条約第20条等）
新法（案）による措置

水銀の一次採掘
（条約第3条3）

水銀の輸出入
（条約第3条6,8）

外為法等による措置
水銀の暫定的保管

（条約第10条）
新法（案）による措置

水銀廃棄物
（条約第11条）

資金・資金供与の制度(条約第13条)、能力形成・技術援助等(条約第14条)、
健康に関する側面(条約第16条) 、情報の交換(条約第17条) 、公衆のための
情報・啓発及び教育(条約第18条) 、研究・開発 ・監視（条約第19条） 等

汚染された場所
（条約第12条）

水銀添加製品の製造
（条約第4条）

新法（案）による措置

製造工程における
水銀の使用
（条約第5条）

零細・小規模
金採掘

（条約第7条）

鉱業法改正案及び
新法による措置

（実態なし）

新法（案）による措置
（実態なし）

新法（案）による措置
（実態なし）

＜廃棄物処理法上の
廃棄物＞

廃棄物処理法政省令改正
による措置

土壌汚染対策法及び水
質汚濁防止法で担保済

水俣条約の構成と担保措置等との関係

目録作成 （条約第8条7、条約第9条6）

大気への排出
（条約第8条）

水・土壌への放出
（条約第9条）

水銀添加製
品の輸出入
（条約第4条）

外為法等による措置

水銀の貿易 水銀の使用

環境への排出

廃棄

＜廃棄物処理法上の廃
棄物に該当しないもの＞

新法（案）による措置

水質汚濁防止法で担保済大気汚染防止法改正案による措置
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背景

水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、
水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用及び水銀等
を使用する金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵及び水銀を含有する再生資源の管理等
について所要の措置を講ずる。

世界規模で水銀対策を行う必要性が認
識され、2010年から条約作成のための
政府間交渉を開始

水俣病を経験した我が国として、同条約
を早期に締結するとともに追加的措置を
講じ、世界の水銀対策に主導的に取り
組むことが必要
（条約発効要件：50ヶ国の締結の日後90
日目）

我が国がホストを務めた国連環境計画
主催の外交会議（於：熊本市、水俣市）
において、水銀に関する水俣条約の採
択（2013年10月）

水銀による環境の汚染の防止に関する法律案の概要①

小規模金採掘
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4%

電気機器
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その他
8%

合計
3,798トン

出典：UNEP Technical Background Report to the
Global Atmospheric Mercury Assessment (2008)

世界の水銀需要
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環境省 作成（一部改変）
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法律案の概要

※施行期日：我が国について条約が効力を生ずる日（（３）の一部は、別途政令で定める日）

（１）水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を
策定する。

（２）水銀鉱の掘採を禁止する。

（３）特定の水銀使用製品について、許可を得た場合を除
いて製造を禁止するとともに、部品としての使用を制限
する等の所要の措置を講じる。

（４）特定の製造工程における水銀等の使用を禁止する。

（５）水銀等を使用する金の採取を禁止する。

（６）水銀等の貯蔵に係る指針を定め、水銀等を貯蔵する者に対し定期的な報告を求める。

（７）水銀含有再生資源（条約上規定される「水銀廃棄物」のうち、廃棄物処理法の「廃棄
物」に該当せずかつ有用なもの。非鉄金属製錬から生ずる水銀含有スラッジなど。）の
管理 に係る指針を定め、水銀含有再生資源を管理する者に対し定期的な報告を求め
る。

（８）その他罰則等所要の整備を行う。

計測機器（医療用）
23.8％

無機薬品
14.7％

ボタン電池
12.5％

照明
38.1％

計測機器（工業用）
10.6％

歯科用アマルガム
0.3％

合計
８．６トン

（出典： 我が国の水銀に関するマテリアルフロー（2010年
度ベース、2013年度更新））

日本における水銀需要

水銀による環境の汚染の防止に関する法律案の概要②

環境省 作成（一部改変）



○今村委員
この水銀の廃棄について非常に問題があるということで、環境

保健委員会というのを日本医師会の中に設けておりまして、環境
省とも密接にこの連携をとりながら、全国の医療機関に対して水
銀血圧計の廃棄については、取り扱いについて十分周知をしてい
るところであります。それに基づいて、先ほどお話しあったような
東京都医師会の独自の取組が行われたと。

ただし、これは全国的にこれからも起こり得るお話ですので、引
き続き全国の医療機関に対する啓発は行っていきたいというふう
に考えております。 中央環境審議会第２０回総会議事録より抜粋
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中央環境審議会第２０回総会

平成２６年４月１７日

使われなくなった水銀血圧計が大量に医療機関にあり、知らない
うちに紛失されていることや江東区（東京都）の焼却炉から水銀が
検出されたことへの対策や措置に対する意見があった。
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• 医師は、医療をつかさどる専門職として、高度な
倫理感、責任感を持って、自律して行動する（プロ
フェッショナル・オートノミー）

• 医師会には、医師の団体として、医師の使命感に
応え、サポートする責務がある

どうして、医師会が水銀血圧計等の回収事業に取り組むのか？



平成２６年８月

環境省より、「水銀血圧計・水銀体温計の回収促進事業」のモデル
地域の選定について協力を依頼され、川崎市医師会を推薦。
その後、平成２７年３月川崎市医師会にて本事業を実施。

環境省作成

日本医師会の活動１
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今村副会長より
望月義夫環境大臣に
要望を提出

平成２７年４月６日

日本医師会の活動２
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今村副会長および羽鳥常
任理事より塩崎厚労大臣に
日本医師会と日本医学会
連名の要望を提出

平成２７年５月２９日

日本医師会の活動３
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水銀血圧計・水銀体温計に関するアンケート調査１

平成２７年８月

水銀廃棄物処理体制の整備等の事業化に向けて全国の水銀血圧
計および水銀体温計の概数を把握することを目的に水銀血圧計・
水銀体温計に関するアンケート調査を実施

項目 説明

実施期間 平成２７年８月６日～９月１１日

調査対象 郡市区医師会会長または担当理事の診療所（大学医師会等を
除く約８００の医師会（診療所））

発送方法 郵送

回収方法 ＦＡＸ、メール

調査内容 ・水銀血圧計および水銀体温計の保有数、使用数
・水銀血圧計を使用せず保管している理由
・詰め替え用水銀の保有数

集計結果 現在集計中
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水銀血圧計・水銀体温計に関するアンケート調査２

水銀血圧計・水銀体温計を使用している診療所も多数
あるが、使用されていないものも多数ある。

水銀血圧計を使用せず、保管している理由は？
・緊急時（災害）への対応のため
・水銀血圧計の廃棄に費用がかかるため
・廃棄方法が分からない
・往診用
・電子式が故障したときの予備 など

集計結果は後日公開予定


